
配偶者の要件を満たす場合に該当

育児休業支援手当金の支給要件の基本フローチャート

育児休業支援手当金の支給を受けるには、組合員が対象期間に育児休業等を14日以上取得
している必要があり、かつ、以下「配偶者の要件を満たす場合」に該当する必要があります。
「配偶者の要件を満たす場合」に該当するかは、以下のフローチャートを参考にしてくだ

さい。

組合員が父親、かつ、子が養子で
ない場合

主に『配偶者が産後休暇等中【１】』、
『配偶者が自営業者やフリーランスな
ど雇用される労働者でない【２】』、
『配偶者が無業者（無職）【３】』の
いずれかに該当します。

・配偶者が自営業者やフリーラン
スなど雇用される労働者でない
【２】
・配偶者が無業者（無職）【３】
・配偶者からの暴力を受け、別居
中【４】
・上記以外の理由で配偶者が育児
休業等をすることができない場合
（※１）、配偶者が組合員の育児
休業等に係る子と法律上の親子関
係がない場合、又は配偶者が行方
不明となっている 等【６】

配偶者が一定の期間（※２）内に
14日以上の育児休業等を取得して
いる

配偶者がいない【５】
NO

配偶者がいる

YES

配偶者が雇用される労働者であ
る

NO

YES

組合員が対象期間に育児休業等を14日以上取得した
場合は、育児休業支援手当金の支給要件を満たすこ
とになりますので、請求書及び添付書類を所属所
（市長部局にあっては総務事務センター）へ提出し
てください。

配偶者が一定の期間（※２）内
に14日以上の育児休業等をして
いない

YES

NO

配偶者が育児休業等を取得する
ことができる

NO

YES

組合員は、育児休業支援
手当金の支給要件を満た
しません。

※１ 配偶者（父親）が本人の意思で育児休業を14日未満しか取得しなかった場合は、「配偶者が育児休業等を
することができない場合」に該当しません。

※２ 一定の期間とは、「子の出生日」から起算して56日を経過する日の翌日までの期間をいいます。

YES

NO
スタート

組合員が母親、又は子が養子
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